
許可取得後の手続きについて

茅ヶ崎市保健所衛生課 食品衛生担当



① 更新

営業を継続する場合、

有効期限の約１か月前までに更新手続きが必要です。

①食品営業許可申請書

②施設平面図（寸法が入ったもの）

③食品営業許可証

④更新手数料

⑤食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本

（調理師・栄養士等の免許証、養成講習会の修了証書等）

⑥主に製造するものの製造工程・製造量を示したもの（製造業許可の場合）

⑦車検証および業務計画書（キッチンカーでの営業の場合）

必要なもの



食品衛生申請等システムによる申請

食品衛生申請等システム 検索



食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請



①施設平面図（寸法が入ったもの）

②食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本（調理師・栄養士等の免許証、養成講習会の修了証書等）

③主に製造するものの製造工程・製造量を示したもの（製造業許可の場合）

④車検証および業務計画書（キッチンカーでの営業の場合）

食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請

食品衛生申請等システムで申請

保健所へ来所

更新手数料のお支払い

差戻し

修正のうえ、再申請

不備あり不備なし



② 名前や住所の変更

・営業者の改姓、住所変更

・法人の住所、社名、代表者変更

・屋号の変更

→許可営業変更の届出が必要です。

必要なもの

①許可営業変更の届出

②食品営業許可証（記載内容に変更が生じる場合）

③営業者の改姓、住所変更を確認できる書類の原本

（戸籍抄本、住民票、運転免許証、マイナンバーカードなど）

④履歴事項証明書等の原本



食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請

ステータス 屋号 郵便番号 所在地

詳細 監視票 有効 茅ヶ崎
レストラン

2538660
茅ヶ崎市
茅ヶ崎
1-8-7

詳細 監視票 有効 CHIGASAKI
レストラン

2538686
茅ヶ崎市
茅ヶ崎
1-1-1

発行済み営業施設

更新申請



食品衛生申請等システムによる申請



①営業者の改姓、住所変更を確認できる書類の原本

（戸籍抄本、住民票、運転免許証、マイナンバーカードなど）

②履歴事項証明書等の原本

許可証あり：備考欄に許可証を受け取り時に持参する旨をご記入ください。

許可証なし：備考欄に紛失した旨をご記入ください。

食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請

食品衛生申請等システムで申請

受理 旧許可証持参のうえ、来所

差戻し

修正の上、再申請

不備あり
不備なし

受理

許可証記載事項
に変更あり

許可証記載事項
に変更なし



③ 食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者を変更した場合、

速やかに変更の届出を行ってください。

必要なもの

①許可営業変更の届出

②食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本

（調理師・栄養士等の免許証、養成講習会の修了証書等）



食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請

ステータス 屋号 郵便番号 所在地

詳細 監視票 有効 茅ヶ崎
レストラン

2538660
茅ヶ崎市
茅ヶ崎
1-8-7

詳細 監視票 有効 CHIGASAKI
レストラン

2538686
茅ヶ崎市
茅ヶ崎
1-1-1

発行済み営業施設

更新申請



食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請



・食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本

（調理師・栄養士等の免許証、養成講習会の修了証書等）

食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請

食品衛生申請等システムで申請

受理

差戻し

修正の上、再申請

不備あり不備なし



④ 施設の改装

調理場等施設の改装は、その規模や内容により

① 変更を届け出る場合

② 新たに許可を取り直す場合

があります。

・必ず事前に御相談ください。

必要なもの

①許可営業変更の届出（変更の場合）

②変更箇所の分かる新旧の図面

注意すること

※新たに許可を取り直す場合は、茅ヶ崎市ホームページ内の「新たに許可を取る場合の手続き」を参照してください。



⑤ 営業者の地位の承継(相続)

・相続人は、

新たに許可を取り直すことなく、営業者の地位を

承継することができます。

必要なもの

相続の場合
（個人）

・許可営業者地位承継の届出
・食品営業許可証

・戸籍謄本（被相続人の改製原戸籍と戸籍謄本）、
又は法定相続情報一覧図の写し

・相続人が２人以上いる場合はその全員の同意書



⑥ 営業者の地位の承継(合併・分割)

・合併後存続する法人又は合併により設立された法人

・分割により営業を承継した法人

は、新たに許可を取り直すことなく、営業者の地位を

承継することができます。

共通 ・許可営業者地位承継の届出
・食品営業許可証

合併の場合
（法人）

・合併後存続する法人、又は合併により設立された法人の
登記事項証明書

分割の場合
（法人）

・営業を承継した法人の分割したことが分かる登記事項証明書

必要なもの



⑦ 営業者の地位の承継(事業譲渡)
令和５年１２月１３日新設

・営業の譲受人は、

新たに許可を取り直すことなく、営業者の地位を

承継することができます。

必要なもの

譲渡の場合
(個人・法人)

・許可営業者地位承継の届出
・食品営業許可証

・営業の譲渡が行われたことを証する書類



⑧ 営業許可証の再交付

→許可証を紛失または破損、汚損してしまった場合は、

許可証の再交付を受けることができます。

必要なもの

①食品営業許可証再交付申請書

②破損、汚損してしまった食品営業許可証

（紛失してしまった場合は不要です。）

・窓口でのみ手続きできます。

（厚生労働省システムからはできません。）

注意すること



⑨ 廃業

→許可営業を廃業する場合は廃業後に

廃業の届け出が必要です。

必要なもの

①許可営業廃止の届出

②食品営業許可証（紛失してしまった場合は不要です。）



食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請

ステータス 屋号 郵便番号 所在地

詳細 監視票 有効 茅ヶ崎
レストラン

2538660
茅ヶ崎市
茅ヶ崎
1-8-7

詳細 監視票 有効 CHIGASAKI
レストラン

2538686
茅ヶ崎市
茅ヶ崎
1-1-1

発行済み営業施設

更新申請



食品衛生申請等システムによる申請

申請
区分

営業の
種類

許可
番号

初回許可
年月日

許可
年月日

許可
開始日

許可
満了日

許可
条件

廃業
年月日

廃業 飲食店
営業

01-101-
00000

1980-
01-01

1980-
01-01

1980-
01-01

1986-
01-31

1986-
01-31

営業の種類/許可情報



食品衛生申請等システムによる申請



許可証あり：許可証を郵送もしくは持参する旨をご記入ください。

許可証なし：紛失した旨をご記入ください。

→ご記入ない場合はお電話差し上げる場合がございます。

食品衛生申請等システムによる申請



食品衛生申請等システムによる申請

食品衛生申請等システムで申請

受理 許可証を持参もしくは郵送

差戻し

修正の上、再申請

不備あり
不備なし

受理

許可証なし 許可証あり



⑩ 営業者の名義変更

→承継以外で営業者が変わる場合、

新しい許可が必要です！

・名義変更は変更の届出で行うことはできません。

・必ず事前に御相談ください。

注意すること

※茅ヶ崎市ホームページ内の「食品に関する営業の手続きについて」も御参照ください。



窓口で届出する場合の様式について

窓口に御持参いただく場合の様式は、

茅ヶ崎市ホームページに掲載しています。

また、窓口でも御用意していますので、

職員にお申し付けください。

茅ヶ崎市ホームページ内の検索ボックスから

「食品 許可取得後 手続き」と検索してください



アンケート回答のための

ＩＤ②： ga


